
 

 

建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則案及び 

同条例施行基準の一部を改正する基準案に対する意見 

令和８年 月 日 

大阪市計画調整局 

  計画部都市計画課 あて 

住  所 
 

 

（フリガナ） 

氏  名 

（                  ） 

 

電話番号  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

※法人その他の団体にあっては、氏名欄に名称及び代表者の氏名を記載してください。 

 

 《ご意見記入欄》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・お寄せいただきましたご意見につきましては、後日、その概要とご意見に対する本市の

考え方をとりまとめて公表する予定です。 

 ・個別の回答はいたしかねますのでご了承ください。 

 ・ご意見をいただきました皆様の個人情報は一切公表いたしません。 

 

《ご意見の応募先》   令和８年３月 23 日（月）必着です。 

 ・郵送の場合     〒530-8201 大阪市北区中之島１丁目３番 20 号 市役所７階 

            大阪市計画調整局 計画部 都市計画課 あて 

 ・ファックスの場合  06―6231―3751 

 ・電子メールの場合  parking@city.osaka.lg.jp 

 ・持参の場合     大阪市計画調整局 計画部 都市計画課 あて （市役所７階） 

            （土曜日、日曜日、祝日を除く９時から 12 時 15 分まで、13 時か

ら 17 時 30 分まで。） 

mailto:parking@city.osaka.lg.jp

